
合

計

警
察
署

警
察
本
部

区

分
第

二

千

九

百

三

十

三

号

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

��� �� �� 警

視

警

察

官

��� ��� ��� 警

部�、��� �、��� ��� 警
部
補
及

び
巡
査
部

長�、��� �、��� ��� 巡

査�、��� �、��� �、��� 小

計

(

火
曜
日)

��� ��� ��� 一
般
職
員�、��� �、��� �、��� 合

計

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
警
察
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

警

務

課)

一
七
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
七
八

○
交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

地

域

課)

一
七
八

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
特
定
有
害
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い

る
区
域
の
指
定
の
解
除

(
環
境
管
理
課)

一
七
九

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(
治

山

課)

一
七
九

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

一
八
〇

訓

令

甲

○
岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

職
員
厚
生
課)
一
八
〇

公

示

○
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
認
定
に
関
す
る
件

(

環
境
企
画
課)

一
八
〇

○
基
本
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

一
八
一

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

一
八
一

○
公
共
測
量
の
実
施
の
変
更

(

同

)

一
八
二

○
本
巣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

一
八
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

一
八
二

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
警
察
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

岐
阜
県
警
察
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
警
察
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表(

第
二
条
関
係)

備
考

警
察
本
部
の
巡
査
に
は
、
初
任
科
生
を
含
む
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日



明

智
同

恵
那
市
明
智
町

恵
那
市
の
う
ち

明
智
町
、
明
智
町
阿
妻
、
明
智
町
大
泉
、
明
智
町
大
田
、
明

智
町
吉
良
見
、
明
智
町
杉
野
、
明
智
町
野
志
、
明
智
町
東
方
、

明
智
町
横
通

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

第
九
条
の
二
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十

岐
阜
県
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜

県
条
例
第
二
十
一
号)

に
規
定
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
八
号
中｢

移
転
防
止｣

の
下
に｢

、
没
収
等｣

を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
の
四
第
一
項
中｢

警
視
又
は
こ
れ｣

を｢

警
視
若
し
く
は
警
部
又
は
こ
れ
ら｣

に
改
め

る
。第

四
十
七
条
及
び
第
四
十
八
条
中｢

、
警
部｣

を｢

若
し
く
は
警
部｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会

規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
表
岐
阜
羽
島
の
部
笠
松
同
の
項
中｢

若
葉
町｣

の
下
に｢

、
長
池
、
北
及
、
門
間｣

を
加

え
、
同
表
垂
井
の
部
署
所
在
地
同
の
項
中｢(

国
道
二
十
一
号
線
以
北
に
限
る
。)

、
表
佐(

国
道
二
十

一
号
線
以
北
に
限
る
。)｣

を
削
り
、｢

栗
原(

境
野
に
限
る
。)｣

を｢

平
尾｣

に
改
め
、
同
表
大
垣
の

部
船
町
同
の
項
中｢

船
町
同｣

を｢

割
田
同｣

に
、｢

同

市
船
町
七
丁
目｣

を｢

同

市
割
田
町｣

に
改
め
、｢

割
田
一
〜
三
丁
目｣

の
下
に｢

、
綾
野
町
、
綾
野
一
〜
六
丁
目
、
野
口
町
、
野
口
一
〜
三

丁
目
、
入
方
一
〜
三
丁
目
、
大
外
羽
一
〜
四
丁
目
、
上
笠
町
、
上
笠
一
〜
三
丁
目
、
上
屋
一
・
二
丁
目
、

高
渕
町
、
高
渕
一
〜
四
丁
目
、
多
芸
島
町
、
多
芸
島
一
〜
四
丁
目
、
友
江
一
・
二
丁
目
、
西
大
外
羽
一

〜
四
丁
目
、
西
大
外
羽
町｣

を
加
え
、
同
表
北
方
の
部
穂
積
同
の
項
中｢

犀
川
堤
外
地｣

の
下
に｢

、

東
結｣

を
加
え
、
同
表
郡
上
の
部
署
所
在
地
同
の
項
中｢

、
八
幡
町
安
久
田｣

を
削
り
、｢

八
幡
町
島｣

の
下
に｢

、
八
幡
町
小
野
、
八
幡
町
小
野
二
〜
八
丁
目
、
八
幡
町
旭(

東
町
一
・
二
区
に
限
る
。)｣

を

加
え
、
同
表
多
治
見
の
部
駅
前
同
の
項
中｢

、
小
泉
町
一
〜
八
丁
目
、
大
原
町
一
〜
十
一
丁
目
、
大
沢

町
一
・
二
丁
目｣

を
削
り
、｢

美
山
町｣

の
下
に｢

、
虎
渓
山
町
一
〜
七
丁
目｣

を
加
え
、
同
部
多
治

見
北
部
同
の
項
中｢

北
小
木
町｣

の
下
に｢

、
小
泉
町
一
〜
八
丁
目
、
大
原
町
一
〜
十
一
丁
目
、
大
沢

町
一
・
二
丁
目｣

を
加
え
、
同
表
恵
那
の
部
明
智
同
の
項
を
削
る
。

別
表
三
の
表
岐
阜
羽
島
の
部
松
枝
同
の
項
を
削
り
、
同
表
垂
井
の
部
府
中
同
の
項
中｢

、
平
尾｣

を

削
り
、
同
部
表
佐
同
の
項
中｢(

国
道
二
十
一
号
線
以
南
に
限
る
。)

、
綾
戸(

国
道
二
十
一
号
線
以
南

に
限
る
。)｣

及
び｢(

境
野
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
表
大
垣
の
部
入
方
同
の
項
を
削
り
、
同
部
墨
俣

同
の
項
中｢

同

市
墨
俣
町
上
宿｣

を｢

大
垣
市
墨
俣
町
上
宿｣

に
、｢

同

市
の
う
ち｣

を｢

大
垣

市
の
う
ち｣

に
改
め
、
同
表
郡
上
の
部
口
明
方
同
の
項
中｢

八
幡
町
小
野
、
八
幡
町
小
野
二
〜
八
丁
目
、｣

を
削
り
、｢

八
幡
町
旭｣

の
下
に

｢(

東
町
一
・
二
区
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
部
西
和
良
同
の
項
中

｢

八
幡
町
小
那
比｣

の
下
に｢

、
八
幡
町
安
久
田｣

を
加
え
、
同
表
多
治
見
の
部
共
栄
同
の
項
中｢

、

虎
渓
山
町
一
〜
七
丁
目｣

を
削
り
、
同
表
恵
那
の
部
武
並
同
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
三
の
表
恵
那
の
部
武
並
同
の
項
中｢

恵
那
市
武
並
町
竹
折｣

を｢

同

市
武
並
町
竹
折｣

に
、
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｢
恵
那
市
の
う
ち｣

を｢

同

市
の
う
ち｣

に
改
め
、
同
表
下
呂
の
部
宮
地
同
の
項
中｢

御
廐
野｣

を

｢

御
厩
野｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(

以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除

す
る
。平

成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
七
十
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

各
務
原
市
蘇
原
三
柿
野
町
字

中
之
島
一
四
二
番
、
字
村
中
一
〇
八
番
三
、
字
宮
裏
一
八
七
番
、
字
宮
東
二
〇
二
番
二
及
び
字
村
裏

二
九
七
番
の
各
一
部)

の
う
ち
、
各
務
原
市
蘇
原
三
柿
野
町
字
村
中
一
〇
八
番
三
の
一
部

二

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去(

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去)

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
岩
井
町
九
一
三
の
二
、
九
一
三
の
四
、
九
一
三
の
六
、
九
一
三
の
八
、
九
一
五
の
四
、

九
一
五
の
七
、
九
一
五
の
八

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三�
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
岩
井
町
九
一
九
の
一
〇
、
九
一
九
の
一
二
、
九
一
九
の
三
〇
か
ら
九
一
九
の
三
二
ま
で
、

九
一
九
の
四
二
か
ら
九
一
九
の
四
四
ま
で
、
九
一
九
の
四
六
、
九
一
九
の
四
八
、
九
一
九
の
五
〇

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三�
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

山
県
市
深
谷
字
深
谷
一
二
九
八
の
二
か
ら
一
二
九
八
の
四
ま
で(

以
上
三
筆
国
有
林)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅
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道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

四
百
十
八

号 路
線
名

区

間

関
市
東
新
町
六
丁
目
三
五
五
番
七

地
先
か
ら

同
市
同

町
同

三
五
五
番
一

地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

関
金

山
線

関
市
市
平
賀
字
上
流
三
六
五
番
七

地
先
か
ら

同
市
同

字
同

三
五
五
番
八

地
先
ま
で

��･�
平
成
��･�･��
平
成
��･��･�

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
八
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程(

昭
和
五
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
定
期
健
康
診
断
の
部
一
般
定
期
健
康
診
断
の
項
中｢(

三
十
五
歳
及
び
四
十
歳
以
上
の
職

員
に
限
る
。)｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
認
定
に
関
す
る
件

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)
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第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
認
定
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

認
定
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
六
日

二

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称
等

１

名
称

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
猟
友
会

２

住
所

岐
阜
市
宇
佐
東
町
三
番
一
八
号

３

代
表
者
の
氏
名

大
野

惠
章

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

火
山
基
本
図｢

焼
岳｣

作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

高
山
市

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

一
等
磁
気
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日
か
ら

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

下
呂
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類
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公
共
測
量(

水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日
ま
で

四

作
業
地
域

羽
島
市
、
海
津
市
、
養
老
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
一
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日
ま
で

四

作
業
地
域

海
津
市

○
公
共
測
量
の
実
施
の
変
更

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
付
け
岐
阜
県
公
報
第
二
千
八
百
十
五
号
で
公
示
し
た
測
量
法(

昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
中
央
新
幹
線
推
進
本
部
中
央
新
幹
線
建
設
部
名
古
屋
建
設
部
長
か
ら
の
公

共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
に
つ
い
て
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
中
央
新
幹
線
推
進
本
部
中
央
新

幹
線
建
設
部
名
古
屋
建
設
部
長
か
ら
次
の
と
お
り
作
業
期
間
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
公

示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(

変
更
前)

平
成
二
十
九
年
一
月
十
六
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

変
更
後)

平
成
二
十
九
年
一
月
十
六
日
か
ら

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
本
巣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

本
巣
都
市
計
画
特
定
用
途
制
限
地
域

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
本
巣
市
産
業
建
設
部
都
市
計
画
課

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
緊
急
配
備
支
援
シ
ス
テ
ム
更
新
整
備
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
29年
９
月
27日

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
29年
２
月
９
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
２
番
３
号

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式

会
社代
表
取
締
役
田
中
敬
士

６
落
札
金
額
1,053,150,336円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


